
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
南海トラフ地震防災規定作成対象判定手順 
１ 事業所が以下の地域に所在していますか？ 

大原 上南田 小島 鮫島 西之島 五十子 宇兵衛新田 東小島 塩新田 

清庵新田 豊浜 福田中島 豊浜中野 福田 南島 南田 南田伊兵衛新田 

請負新田 大中瀬 駒場 十郎島 白羽 飛平松 中平松 西平松 竜洋稗原 

南平松 須恵新田 浜新田 掛塚  

 

２ 上記の地域に該当する場合は以下のホームページにアクセスします！ 

       静岡県統合基板地理情報システム（ＧＩＳ） 

        http：//www.gis.pref.shizuoka.jp/ 

 
 
 
 
 
 

静岡県第４次地震被害想定 



３ 利用規約を良くお読みになりに同意します！ 

 
 
 

４ 左上にあるハザードマップみんなのハザードマップをクリックします！ 

 

 
 
 



５ 地図切替 → 第４次地震被害想定 → 津波浸水（レベル２重ね合せ図） 

をクリック！ 

 
 

６ 再度、利用規約を良くお読みになり同意します！ 

 
 
 

 



７ 上の検索ワードボックスに事業所の住所又は名称を入力し検索すると左下に 

住所が出てくるのでクリック！ → ポイントが現れます！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ ポイント位置をマウスで拡大し左下の透過度を左いっぱいにすると建物が見え

てきます！貴事業所をクリックすると右隅に最大浸水深（ｍ）が表示されます！

 

 

○○○○－○ 

ここをクリック 

（例）掛塚○○○○－○  

○○○○－○ 

（例）掛塚○○○○－○  



９ 貴事業所敷地内で表示された浸水深が３０ｃｍ以上(０．３ｍ以上)の場合は 

南海トラフ地震防災規定送付書を提出する必要があります。 


